
第 2号‐様式 (至 )一①

(単体発注・事後藩査五1)

那覇港舌選組合一般競争入札公告第36号

地方 自治法 (昭和E2年法律第67号｀
〕第234:条 第 1項の規定により、 卜般競争入札 (以下 「入本Lど という。 )

を次のとお り実施する。

令和6年 11月 6凶

那郵港管理糾合管理者 工城

1 入本とに付する事項

2 人札参力H資オ各

次にどめる要件をすべて満たしている有資格業者であることり

(1) 業 務 名 油ふ項 (者狭護岸)磁気探査業務奏託 彼5)

(2) 履 行 場 所 拳亮芸頭地丞

(6】 業 務 ぬ 容 灘ふ頭地医におすする若狭護岸工事に伴う磁気無査業務萎誕

(4) 穫   符   期   間 異和締結日F)翌 日 (た だし、奨約目F)翌 日が雄令y)休 日に当たるときは、■4f)休 日の翌日

'か
らェ令和6年 3月 15母 ア三f

(5) 設 計 金 額 13,341,000+|| (載込)

(CⅢ ) 資 格 審 査 方 法 事後審査型 ※本業務 iま 、競争参細食格の審脊を入本と執窄チ後に行うっ

(7) 最 低 制 限 価 格

本人札案件な、最低彿1跛佃格が設定されノているため、最低制限価格米油の人札者は

落本生者となることができない。
※ 子最低制限価格の算定に関する通用 :こついてJ

(httl〕 st//nahaport,こ p/心 usiness/colltract/)

(8) 適 用 す る 技 術 者 単 価
令和5年3月 設計業務

萎 了_等技術者単価

※木業務の予定価格難芹記 :二示す設計業務委託等技術者単福

を適崩 して積算 してお りk入本と参舜者は同半紅を適用 して見

積 りを行い人札すること9

(9)

そ の 他 適 用 の あ る

法 今 、 制 度 等

(※本案件は、右表の う

ち、①印を付 した制度等の

適用がある。 )

議会議決

本業務 :ま 、議会,,議終に付すべき契約及び財産の政各叉は趣分
に関する条仲1弟 2条の規速に基づき、議会の同意の議潰を要す

るため、落札決定後は仮契約を締絆とン、議会の同意の議決を経
て通無したときに本契約となる。

準備手続き
(予算成立曲)

本手続きは、次年度当初 (補二五)帝算成立を前提とした年度開

始 (予算成立〕竜をからの準備手続きであり、予算成立後に効カ
を4注 じる事業である。従つて、議会において当初 (補正】予算

案が否決された場合とま、契約を締結 t.´ ない。また、次年度当初
僻繭正)千算成立後においても、閣庫文出金tこ孫る交付申講等

の手続きの関係 と、入札を延理する場合がれ)る ぅ

準備手続き

(交付決定講)

本手続き球、国烹支歳全に係 る予算使用を前提とした事議準備

手続きであり、交付決定後に勃力を生 じる事業である。狂つ

て、交|〕
^中 給等の手続きの関係 と、入札を廷期する場合があ

るじ

準備手続き

(繰越承認説)

本手続きは、議会における繰越承認を前提 とした事前準備手続

きで鹿)り 、議会承認後に効ノJを生 じる事業である。従つ
モ
て、議

会において本業務に係る予算の繰越承認が否決さ漁′た場合 !ま 、

入札を廷朗又ユよ中とすることがある。また、予算の繰越承認後

においても、コ建文出金に孫 る繰越 (翌債)手続きの繭係上、

人札を延理する場合がある。

債務負担なす為業務
本業務は、償務魚担打為に係心契約の特則の適用を受ける業務
である。

(1) 業 種 区 分 ,H査

那判
~港

管遵練合の根1量・建設コンサルタン ト等業登録業

者名簿において、左記の登録を有する )ヽの c
(2)

側亀・簿試 コン●ルデン ト

等入札参加資格⌒簿:雛録年
度

令和4・ 5年度

(3) 登 録 業 種 磁気探査

(■ ) 地方塾治法施行今第 167条 の楽の規定に該当と/な い者であることG 襲 /手ミ



(5) 人オとヨから当該委託の毒オL決定 日までの間tこ おいて、双
`覇

港管理継合の指峯停止措置を受 1,ていないここfぅ

(6)
会社更生法に基づき更生手続 き開発の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立

てがなさ瀬,ている苛 (手続き開始の決定後、人本と参力置資格の再認定を受イ|ている者を除くも)で 1嚢 ないこと。

(7)
警察当局から、暴力国員が実質的とこ経営を支雌する建設業者又はこれた

注工事等からの排除要諦があり、当該状丸が継続 している者でないこと.

準ずるものとして、那覇港管理紳 含発

(8)

入札に参加 しようとする者の間に以下分基準のいずれか塩該当する調係がないことぃ

なお、以 ドの関係がある場合ここ、辞遺する音を決めるために当事帝商で連絡を敢ることは、郭覇港管理組今競争

契約 入札心侍第 3条第 芝1員の規定に抵触するもので 1ま なしヽc

ア 資本関係

次のい・

'点

れか :こ該当する二者の場合c

(a)子会社等 (会社法 (平成 17年法律第86号)第 2条第 3号 の 2ここ規定する子会社等をい うっ以 下再じぅ )

と規会社等 (臓条第 4号の 2とこ規定する規会社等をい う。以下剥じf)の関係に茂)る 場合

争)〕 親会社等を圃じくする子会社等琵十の関係 :こ ある場合

イ 人的関係

次のいずれかとこ該当する二者、ァ″)場合.ただ し、 (a)に fう いては、会社等 (会 社法沌行規則 (平成 18年法務

省今第 12/′^)第 2条第 3項第 2導^に 規定する会社等をい うG以 ド同じ。)の 方が民事再生法 (平成■年

法袢嘉225号)嘉 E条第 4号 1こ規定する再生手続が存統中の会社等又は更生会社 (会社更生法 (平成14年

法律第154号 )第 2条第 7項 tこ規定する更れ会社をい う。)である場合を除くっ

(a)一方の会社等の投員 (会社法施行規貝じ第 寇条壽 3項第 3号 |こ規定する役員のうち、次 !こ掲とずる舌を

い う。以 ド同じ。)が、他方の会社等の役員を現 :こ兼 :よ ている場合

1)株式会社の取締役。ただ t_′ 、次に掲げる者を除くc

O会社濃第2条第 11号の21こ規定する推杏等姿_員会設輩会社における監容等委員である取締殺

②会社法第 2条第12号に規定する持名委員会等設置会社における取締役

③会社法第 2条第 15零イに規定する社外取締役

④会社法第348条第 二項に規定する定款に別段の定 `

メゝ〉がある場合により業務を執行 t_ン ないことと

さ孝1/ている取締役

2)会社法第402条 に規定する指名委員会等設置会社の執行役

3)会社法第575条弟 1項に規定する狩分会社 (合名会社、合資会社又ti合 同会社をい う。)の社員

(同法第590条第 1項に規定する定款 tこ勇:1段 の定めがある場合により業務を執行 t▽
′ないこととされ

ている社員を鍮く。 )

4)組合の選事

5)そ の他業務を執行する鷲であつて、 1)か ら4)■ でに翔 tず る者に準ずる斎

(ち ,一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第21頁 又イま会社更生法第67条第 11頁の規定に

より選任 さ漱′た管簿人 (以 ド単とこ笹'財人 とい うっ)を凱 t五兼ねている場合

(c,^方 の会社等の管財人が、他方の会社等の管財 入を魂 :こ兼ねている場合

ウ その他の入本Lの適正さが阻守さ漁′ると認めらを1,る 場合

組合 (共 IIl企業体を含むa)と その柑成長が 日l~の入札ここ参加 している場合その他 L記ア又はイと側視

とンうる資本関卜又は人釣関係があると認夏)られる場合G

(9) 地   域   要   件
剪h覇 ‖f、 浦添帯f、 糸満事、豊見城ド″、前城 |ず 、南風原町、人重頼町、与】L原田丁、生野狩

市、西原町内ここ本店があること。

(10)

業
務

実
績

対  象 1 期  間
自 平成αる年4月 上日 芹記の期間内に下記の対象業務を請負い、完成 '予 :渡 しが

完 rtノた業務実績を有すること。至  令下H5年 11月 20日

対 象 委 証 (調査)磁気探査

備 考 沖縄県内における不発弾の探査業務

(11)

配
置
予
定
技
術
者

筒 考

次に掲げる要件を満たす管理技■者及び担当技術者を当該業務とこlllド 置することができ

ることG

ア ド記の資格のいずれかを有すること。
①,港湾海洋∋ほ査と (危険物警査郡閣ユ

②`RCCM(地質又は土質及び基礎 )の資格を言する技術者かつ磁気操査の経験

を有する技′′ゝ者
③.一般社旧法人沖縄県磁気探査脇会が認定する磁気探査技士

イ 上記 (10)業務実績を1件以上官することを

ウ  措:蓼コ軒t矧〒/・ とr ttl丁 、‐fと甘 可「y予 !著 井意 :鰺黙|テ↑尼
~翔

悶 .蝶 ‡ み る ● >

(12) 取 抜 け 案 件

以 下の業務を毒オとした者は、本業務の藩本と精と念ることイまできないと
。該当無 と/



3 設計図書等の爵己義f、 質問及び回答

4 資驀確認 申請書等の提出

5 人札手続 き等

設 計 図 書 等 の 配 布

朝 間 白 金下45年及1月 6厨  (月 ) 〒 令和5年 11月 20層 〔刃)

唖 布 方 法 剪L覇港管理経舎ホームベージにて肖と布する。 (1注tps,//nahaport,、 ;pr)

配 市 場 所 ・

問 い 合 キと :先

ガhttF‖ ミ邑竜町 2香 1号  3階
弼卜覇港管理組合 総務部 総務課 財務班

竜離 09併 868-2573

質 蘭 ・ 周 答 鶉 醐 等

(1'入札・契約 手

続 に関す る こ と

那駆市通堂‖r2番 1号

郎専港管理組合 総務部

月三言舌  fチ93-36忍-2578

3贈

総務諜 館務班

1'AX  (,93-368-2629

(2)上 記 (1)以 捧

に 関
。
す る こ と

那覇耐f通常町 2番 1學‐ 2踏

那覇港管理綿合 企画建設蔀 計画建設機

電話 09静868-0386

提 出 期 間
菊 令和5年 11璃 6脚  (月 )  ～  至 令燕5年 生二月15日 (水 ,

上記茅間の上 臣及び机 口を除く毎 日、 9時から17時までじ

提 出 場 所 I生歳と(1)t二 同 じc

提 出 方 法 電送 (I↑ AX又 ユまメール (ch三 _tomattO全艶nahaport,jp))又 ユま持参

厩  密  方  法
郵覇港管理藻n合 ホームベーデ (:lttps://nahBport jノ )及び とi記 (1)に

おいて、以 卜の禅I曲 、闘覧に供するG

口 答 製 閥
区答 日から 令和5午 ユニ月21日 (大 )  J‐ で

上記彗湖の上 日及 tド祝 目を除く毎 日、 9時から17時草でc

資 格 確 認 申 請 書

本油争の参毒
"冷

望新 |ま 、次の書類を苺眼内に提出することっ

なお、期眼までt二提出がない場合、本競争に参加することができないc

提 出 書 類
0‐般競争人札参力鷲合格確認中請書 (第 3号様式,

②返信用封f封 (入札結果通費「層 (じ4判 切手貼
～

,)

提 出 期 間
麹  令不樹54移 11ヴ導6日  (ナ¬) 全 令 勲 5年 11月 20口  (月 )

とと記製 FF弓 の士 脚及び侃 日を除く毎 牌、 9寺から16埼 まで,

提 出 場 所

ぷ睾市通士町 2香 1サ  3階
罫覇港管理組合 総務部 総務誤 財務班

竜講 09386排 2578

提 出 方 法 持参又|ま郵送 (一般書留もしくは簡易書留)

提 出 都 数 1書る

入  札  期  日

入  札  方 法

本業務 tま 、紙入
=と

により実施するぅ
入札書等は、あらかじめ指定する日に配逆され,る ように (「配連 日指

定郵1更 1)、 「一般書留ど又!ま 「筒場書留どのい‐
奪
ド
れ,かの方法により鄭

とすること。持参や普通郵便等で提出された場合、無効とするど

提 出 書 類
e´入札書

②業務費内コく普
定

日

指
札

達

入

肥

く
今和5年 11月 21日 (大 )

〒90併0035  ガh覇 寸fi適 (口 1・ 2番 1号

ユ
`窃

港管理組合 総務部 総務諜 財務引

電話番 号 098-863-2573

宛 先

裁

額

記こ
金

普

る

士↑入
す

落札般定にあたつては、入
=と

書に記載された金額に当該令筆の100分 の

10,こ 相当する額を難算 とンた金額 (基 該金額にk門 未満の端数があるとき

:ま 、その端数全額を切 り捨てた金額)を もつて落札価格とするので、入

札者は、消費税及び地方消費税に孫 る諜税事業者であるか免税事業者で

あるかと問わず、見積もつた契約希望全筆分とと〔)分の100に湘1当する金額

を入札書 tこ記載することり

3/6



本し入

注 工思

る
項

す鯛
事

ア 人札帯の くじの数宇 (任意の数字 3埼)は、同額 くじ拍選が発生 tッ

た.場合に使用す るため、必ず記 入́す ることc

T離 達指定 磨以外の 日に屋いた人札書及び業務内訳書は、受理 しな

▼`.

″ 入札書の 日付 :ま 、朔札 日を記入することり

業 務 費 内 訳 書
の  提  出

ア 第1区 引の入本し:二 殊 tァ 、入札書に記載 される入札金額 t二 対応 trた業務

費内訳書 (様式 白当)を提出すること.

イ 業務費内訳書に:ミ 、■f成年月 日、1更 当、員数、単価及び全額を喚ら

かにし、千判号・又ti名 称立びに住所を記載すること。

ウ 業務費 Fノ
、,訳書に ,ま 、代表者葬を押 rョすることc

工 管理者 (こ 瀬メらの者の補義者を含む。)は、発出さ瀬ィた業務費内訳

書について説明を求めることがある。

入  札  の  無
本公告に示 t_´ た競争参加資幣のない者の とィた入札、資格確認■誇書等に虚鶴の記載を tィ た

者の した人札及び入札に理する条件に違三 した人本とは、無勘 とする。

札 の 辞 避

資格確評 1諦等の提出後、都合 iこ より入札を辞越する場合t主 、開札 日時までに入札辞退届

を提‖十することc

また、落札決定までの間に他の業務を落札 したニユ こより配峨予定技術者を本業務に配世
▼
することができなくなったときは、直ちに隷告すること.当該幸受告がなく、本入

=と

α)手続き

が募札決態までこつた場合、指名停止措耐要領
'こ

基づ く指名停上を行 うことがある。

ア 基本と候補者がいない場合‡ま開札後直ちに再度入札を行 うので、再度入礼にも参理する

場合は、開札時点かふ立ち会 うこと.初度の碑札‖+に立ち会,9ない参力牌帝は再度入

札を辞退 したものとみなし、碁度入
=[へ

の参力日を認めない。

イ 代翠人が入札する場合|ま 、人本とを打 う舞に姿任状及 tド 血己の痢J鑑 を持参すること。

夕 姿任状に琺、業務名を記入すること。
工 再度入札参加者又は再度入春と参力博者の代理人は、当該入札に対する他の再度入札参

加者のr竜理をすることはできない。
オ 再度入本とと三、 とコ¬のみとする。

イア の

6  膀鳳本と

開   札   劉 令不「5午 11月 22日  (水)  10100 ※入札書分 輝付

開   札   場

ガヽ薯港管理率h今 2増大会議卒

※入本と者は、開札 t二 立ち会 うことができる (4′人本しに参カロ
ー
す
^み

場合
`攻

、開本し日寺点んヽら

立ち会 うこと)。

所
|

7 変格確認安料の提鶏と競争参加台格の審査

落 札 候 補 者 の 選 左
及 び 事 後 審 査 の 実 施

Hィ弓札後、落礼者の決定を保露し、予定極格の範瞬ぬで冶効な最低の穫格をもうて人札を

行つた者 (以下 「落札候補者聾をい う。)か ら順に競争参丼資務の審査を行 う.落
=と

候補者

tま 、封限積でに安格確認申諦書等を発出とンない場合、競争参ちE資格がない |ヽの とする。

なお、落札候補者 :ま L位から順 tこ 3者 (と位の者 と同類の者が複数いる場合はこの最 りで

はないど)を決定 し査碁確認資料を求めるが、適格者が確認できた時点で、次順位以降の者

の競争参加資テ各の審査は行わないもα)と する.

通   知   Ⅲl 令和5年 11月 22鰤 (水)17100 まで (予定)に対象業者麦)て通知する.

提 出 期 限 令和5年 11月
=4詞

(金)15100 まで

提  出 書  類

O足置予定技術者の資格等 (様式 1ユ

③業務実績 (様式 2)

e資格確認中講普 (第 3号様式)の資格確認の各項驚に記致と́た必要害類

提  出 都  教 二部

提 出 方 法 原員!、 持参

提   出   先

〒900-0065  那覇崩通堂蠣 2番 I号

謝
`瑶

港管理組合 総務喜; 総務謀 財務班

電話番号 098-86折2578



競 争 参 加 資 棒 の 確 認

競争参加資格の確認は、開札後、申討書等の提出鞘限の 日をもつて行 うtぅ のとし、その結

果は以下の 辮までt二書面により通匁1す る。

令′l「 5年 11月 27日 (月 )(予定)

なお、落札鉄補者について競争参舜台務が確認 され適格者であることが確認できた場合

は、落本し者決定1邑 節をもつて資格確認結果の追蜂ここ代えるも砂をする.

落 札 者 の 決 定 方 法
事後審査の結果、幕札償補帝が疵争参韓資格を満たとッていると確認した場合|ま 、当該落札

候補者を落本と者とする。また、その結果は、全入札参力「者 tこ通知する。

競争参納費格がないと認め

られた者がその建由に対 し

て 不 服 が あ る 場 合

競争参力研資格がないと認められた者は、管理なtこ対して競争参力H弯格がないと認めとJ抽,た

延れについて説明を求めることができる.

管理者は説り1を求めらぷ′たときti、 苦情を申とン立て報業の翌日から起算して尋日以内 (休

日を除く)に説明を求めた者 tこ差 tン 、書面t工 よψ璽答する。

提 講 期 限
競争参力‖資格稔認結果の通矢Jを行つた 日正〉翌層から起算 して 5日 以内

(妹 輝を除く)と する.

提   出   先 ぷ幸港管理組合 総務¬
` 

総務課 貯務班

提  出  力 法
書蕊i(様式 隆塾)を持参することど郵送又は電送 (メ ールやFAX)に ま

るものは受 !ナ 付 |ナ ない。

本  人 札  に 係

資 料 の 取 扱

る

や`

ア 資格確認中講書等の作成及 tド提出tこ係る費チ111ま 、提出鷲の負他 とする。
イ 契約IL著 者厳、提出された資幣確認中譜普等について、競争参力ぼ資格の確認以外に

提出者に無断で使用 しない。

亨 長出された資格確認申請書等は、返却 しないぅ
工 耗臨妻嗽 lア lヽに 眼 り、安格確認ヰξ詩壽等の修正、と とフ替え、追毒置、再提出を認めるc

オ 提出鶏銀を逓ぎた場合、資幣確認申請書等は受け付けない。
力 台驀確認 申議書等の受理後、書類内容を審査 し、書類の記載漏れ,そ添付鴻ね/等が

あつた場合は競争参加資帯無したなり、落札者 となることはできない.

キ 資格確認帯1詩書等に虚偽の記載をとンた場合、指名停止措置要領とこ基づく指名停止

を行 うことがある。

8 入札保誕金及び契約保証金

札  保  証

入札保証金の金額等 tま 、現金又子ま管理者が確実と認める有価証券等をもつて見積る契約企

獲の上00分の5以 上を納付するものとする。ただ し、次のいずれか|こ 該当する場合とよ、入札供

証金の納付を免除するど
ア 供 1父会社なの開に組合を技保 1食者 とする入をと供証保険契約を締結 したとき.

イ 輝 (独立イ子政法人含む。)又は地方公共頸体とその種装及び規模をほぼ同じくする契

約を締結 こ_´ た実績を有 し、これ らの うち逓去 2箇年の闘 :二履行理銀の分1来 した二以 lkの

契約を全て誠実に履行 した者ど

なお、次の者は入札に関する条件に違反 したものとして、その入
=と

を無効とする。

(1)彗眼iでここ入札保証企のネ

'こ

付、若 とフくは納付に代津,る 上記ア、イのいず承′かに係る

書類の提出のない者

(2)人 札保証金の金額等が_と 記の条件 iこ満たない場合

(3)入札保証全等分納付等に係る普数に不備があ・
)た 場合

主た、 ・皮提出さ浄′た人札保証金のれ

'サ

付等の変更はできないものとする。

芽 入札保証金を免鍮した落札者が契約を結ばない場合、損害賠償金として、人本と金額 tこ

消費税及び地方消費税を舟|えた顎の100分 の 3を那覇港菅選組合に綿付しなければならな
ヤ` c

※イにより入本と保議と金のえ鍮を受すする場合ユま、様式 「地方公共劉体等契約状況確認jを
提出す ることど

提    出   期    限 令下ヨδ年生二月20調  (月 ) 17:00 まで

〒9000035  剪Ⅲ窺華f通宝町 2番 1号

那覇港哲瑾紳 含 総務部 総務課 財務班

電話番 号 0988682573
l∵l 先提

入 札 保 証 金

(現 金 納 付 )

提 出 方 法

ア 「入札保証冷舶付書発行依頼普」を持参すること

※要事前連絡
イ |「 合が発行する納入通類書により金融機粥で保証金を

継付 し、領 H又書 (写)を上記期限まで:こ 提理するこ

と.
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保証保険証券・入

保証碧・地方公共「4

資料

提 出 方 法
持参又は郵送 (蘊達が確認できる方法 iこ てと付するこ

と

'

問
間

期

期

険

証

保

保
μロオし悧んヽら2ん )ヽ1と け

｀
る。

有 僑 証 券 等
焚入 輝等・受入方法等の調整があるので、事講 |こ と記担当報まで連絡

することfど

約  保  証 免除 (那覇港管逃糸H合契約規民と第 4条第 二項第 9号による)

の の

配 麓 予 定 技 術 者
の   確   認

落札決定後、テクリネ等により配置予定技術者の英績に関する違反 lノ_)事交等が確認 された

場合、契約を結 tずないことがあるc

なお、病気 。死亡 。退職等の場合でやむを得ないとと́′て承認 された場合の外は、資格確認

申講書等の差替えは認めと,れない。

病気等の特別な埋れによりやむを得ず配置予定技術者を変更する場合争ま、2に掲げる基準

を満たとン、かヤ
'当

初の配輩予定技術者 と同等以 上生の帝を配輩とンなけれ′ばならない。

言を  金  私 契約金額の30%以 ん

部  分   払
適用あり
※那頚港管理糸要合契約規員ビ第41条の規定Ш数の範厩内

支 払 条 件

契 約 締 結 時 期
本業務 tこ係る契約 1ま 、募札イの決定後、 7日 以内に締結する。ただし、管理章が特に指示

したとき難この限 りでユまないc

、本業務の業務委託料を変:更 協議する揚合及び本業務と関連する業務

を本業務受注者 を随意契約する場合、変更協議叉 :ま 関連する業務の予定価格の算定は、本業

務の諦負ケヒ率 (基 初契約額■当初設計額)を変更業務Fil格 または雷連業務の設計額に衆 じた

額で行 う。

本業務の契約締結後

講 負 代 金 等 の 変 更

人札参加者は、ぷ朝港管理社合競争人札心得、土本設計業務等奏託契約書及び4仕様幕を熟

読し、これを避守することっ
入 札 参 珈 者 等
の 1 遵  守  事  項
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